
用
語

意
見
書
と
は

　

地
方
公
共
団
体
の
公
益
に
関
す

る
事
件
に
つ
い
て
、
当
該
議
会
は

一
機
関
と
し
て
の
意
思
を
意
見
に

ま
と
め
、
関
係
す
る
行
政
機
関
に

提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

定
例
会
最
終
日
に
、
掲
載
の
意
見

書
（
原
文
の
ま
ま
）
の
ほ
か
、
「
消

費
税
の
軽
減
税
率
の
制
度
設
計
と
導

入
時
期
の
明
確
化
を
求
め
る
意
見

書
」
を
上
程
し
、
原
案
の
と
お
り
可

決
し
ま
し
た
。

　

な
お
、
可
決
し
た
意
見
書
は
、
関

係
機
関
に
送
付
し
ま
し
た
。

 　

手
話
は
、
音
声
が
聞
こ
え
な
い
、

聞
こ
え
づ
ら
い
、
音
声
で
話
す
こ
と

が
で
き
な
い
、
話
し
に
く
い
ろ
う
者

に
と
っ
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

を
と
り
、
教
育
を
受
け
、
働
き
、
社

会
活
動
に
参
加
し
、
生
活
を
営
み
、

人
間
関
係
を
育
み
、
人
と
し
て
成
長

し
て
い
く
た
め
に
必
要
不
可
欠
な
言

語
で
あ
る
。

　

一
見
す
る
と
、
手
話
は
、
日
本
語

を
手
指
の
動
き
や
表
情
に
変
え
て
表

現
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
が
多

い
が
、
日
本
語
に
語
彙
や
文
法
体
系

が
あ
る
よ
う
に
、
手
話
も
言
語
と
し

て
の
語
彙
や
文
法
体
系
を
有
し
て
い

る
。 

　

２
０
０
６
年
12
月
に
国
連
総
会
に

お
い
て
採
択
さ
れ
、
２
０
０
８
年
に

発
効
し
た
「
障
害
者
の
権
利
に
関
す

る
条
約
」
第
２
条
に
お
い
て
、
「
言

語
」
と
は
、
「
音
声
言
語
及
び
手
話

そ
の
他
の
形
態
の
非
音
声
言
語
を
い

う
。
」
と
定
義
さ
れ
、
手
話
が
言
語

と
し
て
国
際
的
に
認
知
さ
れ
た
ほ
か
、

２
０
０
９
年
に
は
、
政
府
が
内
閣
府

に
障
が
い
者
制
度
改
革
推
進
本
部
を

設
置
し
、
「
障
害
者
の
権
利
に
関
す

る
条
約
」
の
批
准
に
向
け
て
国
内
法

の
整
備
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。 

　

ま
た
、
２
０
１
１
年
８
月
に
改
正

さ
れ
た
「
障
害
者
基
本
法
」
の
第
３

条
に
は
、
「
全
て
障
害
者
は
、
可
能

な
限
り
、
言
語
（
手
話
を
含
む
。
）

そ
の
他
の
意
思
疎
通
の
た
め
の
手
段

に
つ
い
て
の
選
択
の
機
会
が
確
保
さ

れ
る
」
と
定
め
ら
れ
、
手
話
は
言
語

に
含
ま
れ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
た
と

こ
ろ
で
あ
る
。 

　

さ
ら
に
、
同
法
第
22
条
で
は
、

国
・
地
方
公
共
団
体
に
対
し
て
、
障

が
い
者
の
意
思
疎
通
の
た
め
の
情
報

確
保
の
施
策
を
義
務
付
け
て
い
る
こ

と
か
ら
、
手
話
が
日
本
語
と
対
等
な

言
語
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
日
常
生

活
、
職
場
、
教
育
の
場
で
手
話
を
使

っ
た
情
報
の
提
供
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
が
保
障
さ
れ
、
社
会
に
自
由

に
参
加
で
き
る
こ
と
を
目
指
す
「
手

話
言
語
法
（
仮
称
）
」
を
広
く
国
民

に
知
ら
し
め
て
い
く
こ
と
や
、
自
由

に
手
話
が
使
え
る
社
会
環
境
の
整
備

を
国
と
し
て
実
現
す
る
必
要
が
あ
る
。 

　

よ
っ
て
、
国
に
お
い
て
は
、
上
記

の
内
容
を
踏
ま
え
た
「
手
話
言
語
法

（
仮
称
）
」
を
早
期
に
制
定
す
る
よ

う
強
く
要
望
す
る
。 

　

以
上
、
地
方
自
治
法
第
99
条
の
規

定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
。

 　
平
成
26
年
３
月
20
日

埼
玉
県
八
潮
市
議
会

提
出
先　

衆
議
院
議
長
、
参
議
院
議

長
、
内
閣
総
理
大
臣
、
総
務
大
臣
、

厚
生
労
働
大
臣

 　

昨
年
、
大
手
ホ
テ
ル
や
百
貨
店
、

老
舗
旅
館
等
で
メ
ニ
ュ
ー
の
虚
偽
表

示
な
ど
食
品
の
不
当
表
示
事
案
が
相

次
い
だ
こ
と
か
ら
、
政
府
は
昨
年
12

月
９
日
に
食
品
表
示
等
問
題
関
係
府

省
庁
等
会
議
に
お
い
て
、
食
品
表
示

の
適
正
化
の
た
め
緊
急
に
講
ず
べ
き

必
要
な
対
策
を
取
り
ま
と
め
ま
し
た
。

具
体
的
に
は
、
農
林
水
産
省
の
食
品

表
示
Ｇ
メ
ン
等
を
活
用
し
た
個
別
事

案
に
対
す
る
厳
正
な
措
置
や
景
品
表

示
法
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
作
成
を
通

じ
た
食
品
表
示
ル
ー
ル
の
遵
守
徹
底

な
ど
当
面
の
対
策
が
盛
り
込
ま
れ
、

現
在
実
施
に
移
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま

た
、
こ
の
ほ
か
事
業
者
の
表
示
管
理

体
制
や
国
や
都
道
府
県
に
よ
る
監
視

指
導
体
制
の
強
化
な
ど
を
柱
と
す
る

抜
本
的
な
対
策
が
明
記
さ
れ
、
こ
れ

ら
の
対
策
を
法
制
化
す
る
景
品
表
示

法
等
改
正
案
が
近
く
国
会
に
提
出
さ

れ
る
運
び
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
対
策
が
進
む
一
方
、
昨

年
末
に
発
生
し
た
国
内
製
造
の
冷
凍

食
品
へ
の
農
薬
混
入
事
件
や
毎
年
発

生
す
る
飲
食
店
や
旅
館
、
学
校
施
設

な
ど
に
お
け
る
集
団
食
中
毒
事
件
を

受
け
、
消
費
者
か
ら
は
関
係
事
業
者

等
に
お
け
る
食
品
製
造
や
調
理
過
程

に
お
け
る
安
全
管
理
や
衛
生
管
理
体

制
の
一
層
の
強
化
を
求
め
る
声
が
少

な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　

よ
っ
て
、
国
に
お
い
て
は
、
こ
う

し
た
現
状
を
踏
ま
え
、
下
記
の
事
項

に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
じ
、
食

品
に
係
る
安
全
性
の
一
層
の
確
保
に

努
め
る
よ
う
強
く
要
望
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　

 

記

１　

食
品
表
示
等
の
適
正
化
を
図
る

景
品
表
示
法
等
改
正
案
の
早
期
成

立
・
施
行
を
期
す
こ
と

２　

本
改
正
案
等
に
基
づ
く
対
策
の

推
進
に
あ
た
り
、
政
府
及
び
地
方
公

共
団
体
に
お
い
て
、
消
費
者
庁
を
中

心
と
し
た
十
分
な
体
制
を
確
立
す
る

と
と
も
に
、
そ
の
た
め
の
必
要
な
予

算
措
置
を
講
ず
る
こ
と

３　

一
層
の
食
の
安
全
と
安
心
を
図

る
た
め
、
係
る
法
令
の
改
正
も
視
野

に
総
合
的
か
つ
具
体
的
な
検
討
を
行

う
と
と
も
に
関
係
事
業
者
等
の
果
た

す
べ
き
責
任
を
明
確
に
定
め
る
こ
と

　

以
上
、
地
方
自
治
法
第
99
条
の
規

定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
。

　

平
成
26
年
３
月
20
日

埼
玉
県
八
潮
市
議
会

提
出
先　

内
閣
総
理
大
臣
、
財
務
大

臣
、
総
務
大
臣
、
厚
生
労
働
大
臣
、

農
林
水
産
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
、

国
土
交
通
大
臣
、
消
費
者
・
少
子
化

大
臣
（
食
品
安
全
担
当
）

　

我
が
国
に
お
い
て
ウ
イ
ル
ス
性
肝

炎
、
特
に
Ｂ
型
・
Ｃ
型
肝
炎
の
感
染

者
及
び
患
者
数
が
合
計
３
５
０
万
人

以
上
と
推
計
さ
れ
る
ほ
ど
蔓
延
し
て

い
る
の
は
、
国
の
責
め
に
帰
す
べ
き

事
由
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
は
、
肝
炎
対
策
基
本
法
、
特
定
フ

ィ
ブ
リ
ノ
ゲ
ン
製
剤
及
び
特
定
血
液

凝
固
第
Ⅸ
因
子
製
剤
に
よ
る
Ｃ
型
肝

炎
感
染
被
害
者
を
救
済
す
る
た
め
の

給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
特
別
措
置

法
及
び
特
定
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感

染
者
給
付
金
等
の
支
給
に
関
す
る
特

別
措
置
法
で
も
確
認
さ
れ
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
り
、
国
の
法
的
責
任
は
明

確
に
な
っ
て
い
る
。

　

ウ
イ
ル
ス
性
肝
炎
患
者
に
対
す
る

医
療
費
助
成
は
、
現
在
、
肝
炎
治
療

特
別
促
進
事
業
と
し
て
実
施
さ
れ
て

い
る
が
、
対
象
と
な
る
医
療
が
Ｂ

型
・
Ｃ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
の
減
少
を

目
的
と
し
た
抗
ウ
イ
ル
ス
療
法
で
あ

る
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ロ
ン
治
療
と
Ｂ
型

肝
炎
の
核
酸
ア
ナ
ロ
グ
製
剤
治
療
に

限
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、
医
療
費
助

成
の
対
象
か
ら
外
れ
て
い
る
患
者
が

相
当
数
に
上
る
。
特
に
、
肝
硬
変
・

肝
が
ん
患
者
は
高
額
の
医
療
費
を
負

担
せ
ざ
る
を
得
な
い
だ
け
で
な
く
、

就
労
不
能
の
方
も
多
く
、
生
活
に
困

難
を
来
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
現
在
は
肝
硬
変
を
中
心
と

す
る
肝
疾
患
も
身
体
障
害
者
福
祉
法

上
の
障
害
認
定
（
障
害
者
手
帳
）
の

対
象
と
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
医
学

上
の
認
定
基
準
が
極
め
て
厳
し
い
た

め
、
亡
く
な
る
直
前
で
な
け
れ
ば
認

定
さ
れ
な
い
と
い
っ
た
実
態
が
報
告

さ
れ
る
な
ど
、
現
在
の
制
度
は
、
肝

炎
患
者
に
対
す
る
生
活
支
援
の
実
効

性
を
発
揮
し
て
い
な
い
と
の
指
摘
が

な
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

他
方
、
特
定
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス

感
染
者
給
付
金
等
の
支
給
に
関
す
る

特
別
措
置
法
の
制
定
時
（
平
成
23
年

12
月
）
に
は
、
「
と
り
わ
け
肝
硬
変

及
び
肝
が
ん
の
患
者
に
対
す
る
医
療

費
助
成
を
含
む
支
援
の
在
り
方
に
つ

い
て
検
討
を
進
め
る
こ
と
」
と
の
附

帯
決
議
が
な
さ
れ
た
。
し
か
し
、
国

に
お
い
て
は
、
肝
硬
変
・
肝
が
ん
患

者
に
対
す
る
医
療
費
助
成
を
含
む
生

活
支
援
に
つ
い
て
、
何
ら
新
た
な
具

体
的
措
置
を
講
じ
て
い
な
い
。

　

肝
硬
変
・
肝
が
ん
患
者
は
、
毎
日

１
２
０
人
以
上
の
方
が
亡
く
な
っ
て

お
り
、
医
療
費
助
成
を
含
む
生
活
支

援
の
実
現
は
、
一
刻
の
猶
予
も
な
い

課
題
で
あ
る
。

　

よ
っ
て
、
国
に
お
か
れ
て
は
、
下

記
の
事
項
を
実
現
す
る
よ
う
強
く
求

め
る
。

　
　
　
　
　
　

 

記

１　

ウ
イ
ル
ス
性
肝
硬
変
・
肝
が
ん

に
係
る
医
療
費
助
成
制
度
を
創
設
す

る
こ
と

２　

身
体
障
害
者
福
祉
法
上
の
肝
機

能
障
害
に
よ
る
身
体
障
害
者
手
帳
の

認
定
基
準
を
緩
和
し
、
患
者
の
実
態

に
応
じ
た
認
定
制
度
に
す
る
こ
と

　

以
上
、
地
方
自
治
法
第
99
条
の
規

定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
。

　

平
成
26
年
３
月
20
日

埼
玉
県
八
潮
市
議
会

提
出
先　

衆
議
院
議
長
、
参
議
院
議

長
、
内
閣
総
理
大
臣
、
厚
生
労
働
大

臣

意

見

書

「
手
話
言
語
法（
仮
称
）」の

早
期
制
定
を
求
め
る
意
見

書

ウ
イ
ル
ス
性
肝
炎
患
者
に

対
す
る
医
療
費
助
成
の
拡

充
を
求
め
る
意
見
書

食
の
安
全
・
安
心
の
確
立

を
求
め
る
意
見
書

やしお市議会だより
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